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ドイ ツ の 難民国外追放 と基本法第 16条改正
一 個人 の 亡命権変 じて 国家 の 恩赦 権に

一

田 　村　光　彰
＊

Thc 　deportation　of 　refugees 　and 　the　amendment 　of 　the　l　6th　article
　　　　　　　　　　　 of 　the　German 　Constitution

From 　the　individual　right 　of 　asylum 　to　the　right 　of 　pardon　by　the　state

Mitsuaki　Tamura ＊

1〜θ（；eived 　o ‘tober 　31
，
1996

  基本法第 16 条改正

　1993年 5 月26日，連邦衆議 院は ，基本 法第 16条 「庇護権」 の 規定 に 制限条項 を加 える基本

法改 正案 を ， 投票総数 646票 ， 賛成 511票，反対 134票 ，棄権 1で 可 決 した 。 各党の 投 票動向 を

表 1 に示す 。

表 1　基本法第 16条改正 に 対す る 各党 の 投票動向

政党、そ の他 基本法改正 に賛成 反　　対 棄　　権

キ リス ト教 民 主／社会 同 盟 309 0

自由民主党 68 7

社会民 主 党 129 弖00 1

民主社 会主義党 0 15

同盟 90／緑 の 党 0 8

そ の 他 5（1＞ 4（2）

合　計 5U 134 1

（エ） こ こ に，FDP ／DVP 　 1人，　 Fraktionslos　2 人 を含 む

（2〕 こ こ に ，Fraktionlos 　 1 人を含む

so　stimmte 　lhr　Abgeordneter
，
　Die　Tageszeitung，93、5．28 よ り作成

　庇護権 は，第三 帝国時代 に 多 くの 人 々 を 「政治犯」 と して 抑圧 した事実 ， 「政治犯」 や ユ ダヤ

人を他国が 亡命者 と し て 引 き受けた事実か ら ， ドイ ッ の 戦後反省 の
一

つ と して 基 本法に取 り入

れ られ た。 ドイ ッ で 迫害され
， 他国が受け入れ た亡命者の なか で

， 著名な 人を表 2 に掲 げた 。

＊ 法　学　部

Faculty　of 　Law
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表 2　 第三 帝国時代の 政治亡命者

人　　　名 亡命年 と亡命先 所　　属 戦 後 の 経 歴

ヴ ィ リ
ー ・

プ ラ ン ト

　1913．12．13生 れ

　 リュ
ーベ ッ ク

1933　 ノ ル ゥ ェ
ー

　 　 　 ス ウ ェ
ーデ ン

SAPSPD
5アー66　ベ ル リ ン 市長
66−69　外 相

69−74 連邦首 相

64−87 社民党党首

ヴィ ル ヘ ル ム ・ホ ェ グ ナー

　1887．9．23生 れ

　 ミ ュ ン ヒ ェ ン

1933　 オ
ー

ス トリア

　 　 　 ス イ ス
SPD

45−46　バ イエ ル ン 州首相

54−57　同上

マ ッ ク ス ・ブ ラ オ ア
ー

　 1897、9．3生れ

　 オ ッ テ ン ゼ ン

1933　 ス イス

　 　 　 ア メ リ カ
SPD

46−53　ハ ン ブ ル ク第
一
市長

54−60

ヘ ル ベ ル ト・ヴェ
ー

ナ
ー

　 1906．7．11生 れ

　 ドレス デ ン

1935　 フ ラ ン ス

　　　 ソ 連

　 　 　 ス ウ ェ
ー

デ ン

KPDSPD 66−69　連邦大臣

69−83　連邦議会社民党議員団長

ヴ ィ リー ・ア イ ヒ ラ
ー

　1896．L7 生 れ

　 ベ ル リ ン

1933　 フ ラ ン ス

　 　 　 ル クセ ン ブ ル ク

　　 　イギ リ ス

国際社 会主義
　　　 闘争同盟

SPD

49一　 連邦議会議員

　　　 SPD の指導的理論家

ル ヒ ャ ル ト・レーベ ン タ
ー

ル

　1908．415生 れ

　 ベ ル リ ン

1933　 イギ リ ス
KPDNeues

　Beginnen61

一　　 ベ ル リン 自由大学教授

　　 　　　基本価値委員

エ
ー

リヒ ・オー
レ ン ハ ウア

ー

　 1901．3．27生 れ

　 マ グ デ ブ ル グ

1933　 チ ェ コ

　 　 　 フ ラ ン ス

　 　 　 イ ギ リ ス

SPD
33　　 SPD 幹部会員
52−63SPD 党首

エ ル ン ス ト ・ロ イ ター

　 1889．7．29生 れ

　 ア ペ ン ラーデ

1935　 トル コ
KPDSPD 33以前 マ グ デ ブル ク市長

4アー53　ベ ル リ ン 市長

ヴ ァ ル デ マ
ー・フ ォ ン ・

ク ノ ェ リ ン ゲ ン

　 1906．10、6生 れ

　 ク ネ ヒ ツ ベ ル グ

1933　 オ ース トリ ァ

　 　 　 チ ェ コ

　 　 　 イ ギ リス

SPD
47−63　 バ イエ ル ン 州社民党党首

58−62　連邦 社 民 党副 党首

エ ル ヴ ィ ン ・シ ェ ッ トル

　 1899．10．18生 れ

　 レ オ ン ベ ル ク

1933　 チ ェ コ

　 　 　 フ ラ ン ス

　　　イギ リ ス

SPD 49−72　連邦議会議員

ハ イ ン ッ
・キ ュ

ーン

　 19122，18生れ

チ ェ コ

ベ ル ギ ー

ス イス

SPD
63−73　 ノ ル トライ ン ーヴ ェ ス フ ァ

　　　 ーレ ン州社民党党首

66−78　同州首相

ヘ ル ベ ル ト・ヴ ァ イヒ マ ン

　 1896．2．23生 れ
1933　 フ ラ ン ス

　 　 　 ア メ リ カ
SPD 65−71　 ハ ン ブ ル ク市長

Politisch　verfdgte　genieβen 　Asyl，　taz，93．5，26よ り作成

　今 回の 基本法改正 は，単に亡命者 を迎え る とい う， 外国人に対す る寛容な社会の 創設 に向か

う意志 の み な らず ，
ドイ ツ の 戦後反省 と い う精神 的支柱 を失 う要素 を抱 えて い る 。
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　 1 ＞新法の 内容

　改正 前の 基本法 16条 は以 下の 通 りで あ っ た 。

第 16条 （1 ） ドイツ の 国籍は こ れ を剥奪 して は な らな い
。 国籍 は

， 法律の 根拠 に もとつ い て

の み
，

か つ
， 当人の 意志 に反 し て は

， 当人が それ に よ っ て無 国籍 に な らな い 場合に の み
，

そ の

喪失が許 され る 。

（2） い か な る ドイ ツ 人 も ， 外 国に 引 き渡 され て は な らな い 。 政 治的 に迫 害 され た 者は庇護権

を享有す る 。

　こ の 条文は ，第 16条 （1 ） をそ の まま残 し，次 の よ うに改正 された 。

第 16条 （2） い か な る ドイ ツ 人 も．外国 に引 き渡 され て は な らな い
。

第 16（a ）条 （1）政 治的 に迫害 された者は
， 庇護権 を享有する 。 以下 ， 16（a ）条 （2 ）か ら

（5 ） と して
， 難民 の 亡命 申請 を制限する条項が付 け加 えられ た 。

要約すれ ば
， 第

一に
， 迫害の な い 国か ら の 難民は

， 追害 の事実を証 明で きな い 限 り， 庇護権 を

受 け る こ とが で な い 。

第二 に
，

政 治亡命者 を受 け入れ て い る安全 な第三 国か ら の 難民は ，庇護権 を うけ る こ とが で き

ない 。

第三 に，迫害の な い 国 と安全 な第三 国は法律で 定 め る，と した。

　政治的に 迫害 され た者へ の 庇護権 は条文に 残 しなが ら， 「迫害の な い 国」 か ら の
， また 安全

な 「第三 国」経由の 亡命申請者はそ の 資格が 「制限 さ れ る」こ とにな っ た 。

　関連法案 と して ，次 の ような法案が可決 され た 。

  庇護手続法 Asylverfahrensgesetz 。 こ れ は
，

亡命 申請者 に
一

段 と厳 し い 内容 に 変更 され た 。

  外国人法 Ausl洫 derrecht。 こ れも申請者 に と り，内容 は厳 しく変 え られ た 。   庇護申請者用

（社会保障）給付法 Leistungsgesetze 　ftir　Asylbewerber 。

　庇護手続 法で は，安全な 第三 国 と，迫害 の な い 国が さだ め られ た 。 安全 な第三 国 とは，EU

諸国 ，
ブ イ ン ラ ン ド，

ノ ル ウ ェ
ー

， オース トリア ，
ポ ー

ラ ン ド，
ス ウ ェ

ー
デ ン

，
ス イス

，
チ ェ

コ 等で あ る 。 他方 ， 迫害の 行 われ て い な い 国 と は ，ブ ル ガ リ ア ，ガ ン ビ ア ，ガ ー
ナ，ポ ー

ラ ン

ド，ル
ー

マ ニ ア ，セ ネガ ル ，チ ェ コ ，ス ロ ヴ ァ キ ア
，

ハ ン ガ リ
ー

とな っ て い る。

　 と こ ろ で
， 第三 国規定 とは何 か 。 出身 国 を第

一
，

ドイ ッ を第 二 の 国 とすれ ば
，

亡命 者が
，

「安全 な第三 国」 を経 由 して ドイッ に入 国を した と判断 され る と，亡命 申請書 は 国境 で 審査 を

全 くされず，申請者はその 経 由 して きた 「安全 な第三 国」 に送 り帰 され る規定 で ある 。 た とえ

出身国で 政治的迫害にあお うと も通過 して きた 国が 「安全」 とみ なされ る と，直 ちに 申請は拒

否され ，国外退 去処 分 が待 ちか まえて い る 。 ドイ ッ が 国境 を接 して い る国 々 はす べ て 上 に挙げ

られ て い る国々 に 含 まれ て い る 。 陸路 ドイッ に亡命 をする 道が著 しく閉 ざ される こ と に な っ た 。

EU 諸 国が ドイ ツ の 「第三 国」規 定 を次々 と取 り入れ て い る た め ，例 えば， ドイ ッ を追 わ れ た

申請者 は
， 隣国に 追 い 出 され

， その 隣国は別の 「安全 な第三 国」 に 更 に 追 い 返す
一

こ うし て 難

民 を連鎖状 に国外追放 に し，つ い に は，迫害 され て い る国 に 連 れ戻す事態 が頻発 して い る 。
「1．

個 々 の 申請者 の 審査 な し に 国外追 放が 可能な こ の 規 定が
， 実 は今 回の 改正 の 核と な っ て い る 。

本来，16条 の 庇護権は個人 に与え られた権利で ある 。
こ こ で は，安全 な第三 「国」 と して ，国

家が判断基準 に され て い る 。

　空路亡命を申請する 入 々 へ の 対策 として空港規程 も定め られ た 。
こ の 規 定の 目的は

， 亡命者
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は 入 国前に飛行場の 中で 審査 され ，「明 らか に根拠 の な い 亡 命申請」 とみ な され た 場合 に は，

直ちに 出身国 へ 送還 される 制度の 確立で ある。

　 「安全 な第三 国」規定が ，申請 を拒否 され た側か ら の 反証が許 され ない の に 比べ て
， 迫害の

行わ れて い ない 「安全 な出身国」規定と空港規定の 場合には，法廷へ の 訴えが可 能で ある 。 前

者の 場 合 に は，
一

週 間以内に 法の 保護 を求め る仮処分の 申請がで きる 。 判断 を求め られた法廷

は，
一週 間以内 に判決を下 さなけ れ ばな らな い

。 後者の 場 合に は ，法的手段 を とる期限は ，三

日以内で ある 。

　こ うして改正 され た 16条 は，条文上 は庇護権 は残 しな が ら，出身国，通過 国 ，
空 港 とい う ，

い わ ば三重 の 網で ドイ ツ へ の 入 国 を防 こ うと い うわ けで ある 。

　 2）基本法改正 後の亡命申請者数の実体

　新法施行後，亡命 申請者の 数は，連邦 レ ベ ル ，州 レ ベ ル 共に劇的 に変化 し て い る 。 変化 の 様

相 は 3 点 に 分 けられ る 。   申請者数その もの の 急減 。   難民収容施設の 部分的閉鎖 。   連邦が

各州 に 割 り当て る 難民収容者数の 激減 。 表 3 に
， 連邦 ， 各州の 申請者数 ， 施設数 ， 割 り当て 数

の 月単位変化 を示す 。

表 3　 新法施行前後 の 亡命 申請者数．施設 ．割当数

5 月 6 月 新法施行

　 7．1
7 月 8 月

連邦 レ ベ ル 31705 31123 20658 14521

各州 レ ベ ル

シ ュ レ
ース ヴ ィ ヒ

・ホ ル シ ュ タ イ ン
938 424 3ア3

メ ク レ ン ブ ル ク

・フ ォ
ーポ メ ル ン

割当数

　 500
割当数

　 130
割当数

　 130
ハ ン ブ ル ク 893 463
ベ ル リ ン 2886 1071
ニ
ーダー

ザ ク セ ン 2955 2132

ノ ル トラ イ ン ・

ヴェ ス トフ ァ
ー

レ ン 3798
　　　　3181
8月以 降 8施設閉鎖

ヘ ッ セ ン 3000 1267
　 　 　 　 　 　 　 959

1000カ 所難民 収容施設が 6割に 減少

ザ クセ ン 2200
　　　　 1300

元来割当 13000義務

ザ ール ラ ン ト 398 213
バ
ー

デ ン ・ヴュ ル テ ン

ベ ル ク
4390 1711

ブ ラ ン デ ン ブ ル ク
8 月以降 159難民

収容施設 中 50閉鎖

テ ユ
ー

リン ゲ ン 元来連邦 の 3、3％ の 割当義務 。 300人分を 12月 31日に 閉鎖

  Zahl　der　Asylbewerber 　geht　deutlich　zurtick ，Tagesspigel　93．9．7，
  Zahl　der　Asylbewerber 　stark 　gesunken ，SCkldeutsche　Zeitung　93．9．3

（  、  よ り作成。掲載さ れ て い な い 州 は、上記  、  に記載な し）
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一

個人 の 亡命権変 じ て 国 家 の 恩赦権 に 5

　次 に，年単位で 申請者数をみ る と，93年に は 40万 人以上 の 申請者が ，94年 は 12，2万人 ， 95

年 は上 半期 で 5．8万人 に減 少 して い る
［2’

。 更 に新 法施行以前の 92年 と比 べ る と
，
45万人か ら 13

万人 （1995年）に ，実に 7 割強 も減少 し て い る 。

1．1）

　 ドイツ 政府の 報告に よ る と， 1994年に安全な第三 国を通過 して ドイッ に たど り着 い た た め に
，

国境 で 逮捕 され た外国人は 145万人に 達 し， うち 2千人が亡命 申請書 を提 出 したが すべ て 却下

され た とい う♂
”
こ れ を報 じて い る 日刊紙 「タ

ー
ゲ ス ッ ァ イ ト ゥ ン ク」に よ れば

， 陸路 ドイ ツ

に た ど り着 くに は
， 「手引 きをす る人」 の 助 けが必 要で あ り， 「第三 国規定」 は ，こ うした 「手

引 きをす る人」に 「好景気」をプ レ ゼ ン トして い る と い う。

　空港規定 をみ て み る と
， 1995年 に は

， 4800人が ドイ ッ に 飛行機で 到着 した 。
こ の うち ， 通過

旅客用待合室で亡命申請を行 い ，入 国を拒否 され た人，すなわち，「明 らか に根拠の な い 亡命

申請」 とみ な され
， 直ちに 本 国に 送還 された外 国人は 331人の み で あ り，残 りの 人 々 は ，困難

に もかか わ らず ， 多 くが弁護士 とコ ン タク トをとる こ とがで き，申請書が 審査 されて い る間 ド

イ ツ に 滞在 して い る 。 慣 れ な い ，ある い は初め て の 言語 に接 し
， 申請手続 きの 煩雑 さ に 滅入 る

彼 ら
， 彼女 らを助 け ， 弁護士 との 連絡 の 仕事 を引 き受けて い る の は

， 多 くの 場合 ，
空港で 活動

して い る，難民支援の 人 々 で ある 。

　 とこ ろ で ， ドイ ツ で は ，国籍の 取得 い か ん に か か わ りな く基本的権利 を侵害され た者は誰で

も連邦憲法裁判所 に憲法異議の 訴えが可能 で ある 。1993年以来 ，
こ の 憲法異議の 訴 えが増加 し

て い る 。 92年 ：487件，93年 ：1021件，94年 ：855件，95年 ：1151件 とな り
t5）

，新法施行後の 93

年 7 月 1 日以来，95年 11月ま で に計約 2500件 の 異議 申立 が連邦 憲法 裁判所 に持 ち込 まれ て い

る 。

．t’／
うち亡命が認め られ た件数は

， 79件で あ る 。

c7）

　憲 法異議 の 訴 えに は ，手続 きに期間が 定め られ て い る
。 3 日か ら 14日間 1こ申し立 て を しな

け ればな らな い
。 ドイ ッ で の 法的保護

一般 の 仕組み や
，

こ の 異議の 訴えの た め の 手続 きの 説明

等 は ドイ ツ 当局側の 任務で は な い 。 言語，生活習慣，役所仕事等 に 不慣 れ な亡 命 申請者が 自ら

申し立て を しなけれ ば ならな い 。 多 くの 場 合，彼 らを援助 して い る の は ，難民 を支援する 市民

グ ル
ー

プ で あ る 。 時 と して ，こ の 人 た ちは ，行政 側か ら犯罪視 され る危険を背負 っ て い る ♂
’

　 3 ）　系合イ寸肖1亅減

　既 述 した ように ，「安全な第三 国」経由で ドイ ッ 国境 に た どり着 い た外国人，すなわ ち隣国

経 由で 陸路入 国を試み る亡 命 申請者は例外 な く国外退去 とな るが ，空路 と海上 交通で の 亡 命者

の みが亡命手続 きの 申請が可能で あ る。

　 こ こ で 申請書が 審理 され て い る間の 難民の 処遇 に つ い て ふ れ てみ よ う。 難民 は施設 に収監 さ

れ る 。 1993年 11月 1 日に発効 した 「庇護 申請者給 費削減法」 の 特徴 は ，第一に 今 まで の 現 金

支給 に代 わ り，食料品の パ ッ クを配布 し，第二 に 医療を極端 に制限 した こ とで あ る 。 後者 に関

して
， 第四条は

， 医師 ， 歯科医師の 治療の 範囲 を定め
， 最初の 1 年で は単 に 「急性 の 疾患 と痛

み」 の 場合 の み加療 と し，長期 に わ た りそ うな ケ
ー

ス は ，給付義務か ら除外 する と規定 して い

る 。 治療完了以前 に 国外退去 させ る こ と も可 能で ある 。

　バ グ ダ ッ ドで 仕立 て や を して い たある ク ル ド人男性 は
，

イ ラ ク兵士 に よ っ て 背骨が折れ る ほ

ど に 背中を殴打 され た 。 94年 4 月20日 に ドイ ッ に 亡 命 した 。
ベ ル リ ン か らケ ム ニ ッ ツ に 移送

され，更に ラ イプ ツ ィ ヒ 近 郊の リ ッ ペ ン ドル フ に収監 された 。
こ の 時彼 は歩行困難 に陥 っ て い
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た 。 リ ッ ペ ン ドル フ を定期的に訪れ る医師か らは，痛み止 め の 錠 剤 を もら うだけで ，近郊 の 理

学療法士 は
， 費用が か か りす ぎる との 理由で 医療 を拒否 した ままで ある 。 1989年，イラクで 暴

行を受けた 別の 男性は ，そ の 暴行が公 にな り，世論 の 力 もあ っ て ベ ル リ ン に亡 命 。 1994年以 来

拷 問犠牲者セ ン タ
ーに 収容 されて い るが， ドイツ 当局が，生命の危機 に直面 した場合以外に，

治療 を引 き受けるか どうか ，また
， もし引 き受ける とすれば ど の 程度か は全 く不明で ある 。

　 「難民 救援 医師運動」は ，
こ の 法が 人権に 反する だけで な く，倫理 に もとり，医師の 「職業

法」 に も抵触する
，

と の 決議 を採択 した 。 94年 3 月 ， ドイツ 医師 会は ケ ル ン に て
，

こ の 運動

に支持を表明 した 。 ナチ ス 時代に ユ ダヤ 人に 対する差別的な法が無数 に 出 され ，その 中に
， 他

の 人 とは異なる治療 を施 され る 人間が い る こ とが定 め られた法が 発布され た 。 ドイ ッ 医師会 の

支持声明 は，こ うした歴史的事実 へ の 反省に 基づ い て い た 。

　 4 ）追放の ため の 拘留

　　 1．拘留環境

　外 国人法第五条は
， 亡命 申請者が ， 申請書提 出の 正 当性 をもたな い 場合 ， または

， 申請書 の

審査後，亡 命が拒否され た 場合 ，国外退去 を させ るた め の
一

時的な拘留，すな わち追放の た め

の 拘留 Abschiebehaft を認 め て い る 。 と りわ け
，
93年 7 月 1 日 の 新法施行以 来 ， 追放 の た め の

逮捕が頻繁 に行わ れ て い る 。 路 上 で
， 当局 へ の 出頭 中に

， 収容施設か ら
， しば しば通 知な しで

拘留 され て い る 。

　 処罰 の た め に逮捕 され る の で は な い に もか か わ らず，拘留 され る刑務所 は
一

般の 刑務所 よ り

も環境 は悪化 して い る場 合が多 い 。 現在 ，世界中で 約 600万 人 の 子供 ・青少年が 難民 に な っ て

い る 。 彼 らに は
， 保護 とケ ア が必 要 な こ と は

， 国際条約 も認 め て い る 。

．91
ドイ ツ の 場合，16歳

以 下 の 子供 ・青少年 も亡 命年齢 に達 して い る と判断 され ，大人同様 に 国外追放処置 に あ っ て い

る 。 未成年 は
， 外国人法 に よ り 「分離 し て 拘置」 と定 め ら れ て い る に も か か わ らず ， 現実 は 大

人 と
一

緒 に 入 れられ て い る 。

　祖国 へ 強制送還 され る まで最長 18カ 月，彼 らは刑務所 で 過 ご す 。 面 会は
一

時間，それ も
一

ヶ 月に 多 くて 二 時間に 制限 され
， 外 出は禁止 ， 多 くの 場合労働 も禁止 され る 。 職員か らだ けで

な く，

一般刑事犯 と同室 に され る場合 に は 囚人 か らも差別 され る 。

　 「タ
ー

ゲ ス ッ ァ イ トゥ ン ク」紙は
，

ベ ル リ ン の ク ル ッ プ通 りに ある追放 の ため の 拘留施設 に

つ い て 次の よ うな報道 を し た 。

lm ／

二 段 ベ ッ ドか ら一
人 の ポーラ ン ド人 が 降 りる 。 部屋 の 中 の 空

気 は よ どみ ， 8 人 の 男 た ちの 臭気が 鼻に つ く。 30平方 メ
ー

トル に 8 人。夜 間 は すべ て の ドア

が 閉め られ る 。 幅広 い 鉄 の 扉， 3 室に 合計 24人 。 トイ レ の ス リ ッ パ に カ ビが は え
， 鏡は割れ

，

破 片が む き出 しに な っ て い る 。 ア ダ ム ・
マ ン ス ール （18歳）は ，すで に 15ヶ 月間 こ こ に 入 れ

られ て い る 。 1993年，北 ア フ リカか ら
， 家族，職 を捨 て

， 休暇旅行中の ドイ ッ 人か ら航空チ ケ

ッ ト受け取 り， ドイツへ 亡命。 「政治的」 と亡命理 由を記入 したが ，「明 らか に根拠な し」 と断

定 され た 。 す ぐに は ドイ ツ を去 らず ，
ベ ル リ ン に 行 く。 ここ で 捕 ま り，

ク ル ッ プ通 りの刑 務所

に強制入所 させ られた。 朝食時 ， 房は閉め られる 。 紅茶入 りの 鉄製ポ ッ ト， 2枚の 黒パ ン ， 2

キ レ の チーズがで るが ， その パ ン に は油状の もの がすで にぬ っ て ある 。 収容者は
， ナ イフ等の

使用が 禁止 され て い る の で ，自分で ぬ る こ とは で きな い
。

　 ハ リ ル ・セ ン ギ ス は 3 週 間以 来 ， 食事 をとらな い 。 細 い
， 小 さな体を両手で つ つ む 。 手 を ふ
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る わせ ，指で 絶 え間 な く肋骨 の 間 を叩 く。目 は 虚 ろ で ，充血 して い る 。 3 週 間以上 ，ハ ン ス ト

を続 けて い るか らだ 。 色あせ た T シ ャ ッ に は
，

“

Let
’

s　stand 　up ！
”

と書か れて い る 。 彼 は，すで

に 2 度，警察に よ りシ ェ
ーン ベ ル ク空 港に連れ て行か れ た 。

一
回 目は ，抵抗 し，叫び ，自分で

自分の 首を しめ た ため に刑務所 に もどされ た。 第二 回 目は ，国外退去 の ため に連 れて こ られた

空港で
， 硬貨 を飲み 込む 。 これ で 再び収監 された 。 彼 は

，
ク ル ド入で あ り， 迫害 を受 けて きた 。

しか し，外国人 局は迫害を認定せず，い つ で も退去処分 が彼 を待ち受け て い る 。

　 ドア は
， 警備 室側か らの み 開閉で き，

ベ ル を鳴 らして 毎回願 い で なければな らな い 。 警備員

が 来る ま で ，
一

般 に 20分ほ ど待 つ と い う。

　　 2．自殺

　生 まれた祖国，ある い は地域で の 迫害か ら逃れ て きた 難民 は
， 国外退去用の 刑務所 で 不安 と

恐怖 の 日 々 を過 ご す 。 難民 の 支援 組織 「プ ロ ・ア ズ ユ
ール 」 は ，1995年 7 月25日，追 放 の た

め の 拘留中の 自殺者 リ ス トを公表 した 。 新法施行 の 1993年 7 月 1 日か ら 95年 6 月末 まで 2 年

間で
， 自殺者は 20人 に の ぼ る とい う。

ILI
’
1　一方 ， 連邦政 府は

， 民 主社 会主義党 PDS の 国会質問に

答えて ，同期 間に拘留 中の 自殺者 は 5 人 ，と発表 した 。 「プ ロ ・ア ズ ユ
ール 」 は こ の 数字 の 違

い に つ い て コ メ ン ト し
， 連邦政府の 発表は 「隠 し とおす こ とが で きな い 」死 の み を数え て い る

に す ぎな い と し，20と い う数字 は，政府等 の 公共機関 が 自殺者 の リ ス トを知 らせ ない の で ，

地方紙の 頁 を くま な く探 して得た結論 に基 づ い て い る， と主 張 して い る 。

　数多 くの 亡 命者支援組織 の
一

つ で ある 「追放の ため の 拘留廃止」運動 は
， 1994年 12月 10日 ，

ヴ ォ ル ム ス の 区裁判所 前で 亡命者へ の 基金 を設 立する 活動 を始め た 。 こ の グ ル ープが こ の 日に

出 した ビ ラ に よる と，93年 10月 15日か ら 94年 1 月27日 ま で ，す な わ ち，わ ずか 3 カ 月強 の 期

聞に 4 人の 自殺者が で た とい う。 連邦政府が氏名 を公表せ ず ， 従 っ て
， 哀悼 の 意 を表 し て い な

い の で
， 代わ りに犠牲者の 死 を悲 しみ 悼 み

， 名前を公 表 して い る 評 そ れ に よ る と
， 以 下 の 4

名 とな っ て い る 。

　Massivi　Daniel 　Lopez ：ア ン ゴ ラ ，93年 10月 15日， トリ ア に て

　EmanueHhomas 　Tout ： ス ーダ ン，93年 12月 15日 ，
ヘ ル ネに て

　Emanuel 　Ehi ：ナ イ ジ ェ リア ， 93年 12月 10日， レ
ー

ゲ ン ス ブ ル クに て

　Son−Ha 　 H 。 ang ：ヴ ェ トナ ム
， 94年 1 月27日 ，

ミ ュ ン ヘ ン に て （焼 身自殺後 の 後遺症）

　
一

方 ，
Die 　Tageszeitung の 調 べ で は

， 93年 7 月来 の 二 年間 の 自殺者は
， 少 な くと も 12人 を数

える とい う。 上述 の 「廃止」運動 の 公 表 した氏 名 と 2 人 が重 な る が以下 の 通 りで あ る 。

t13：

　 1Danie1　LQpez ： ア ン ゴ ラ
， 27歳

　 20sazuwa 　Omah ： ナ イジ ェ リア ，26歳

　 3　Emmanuel 　Thomas 　TQut ニ ス ーダ ン ，23歳

　 40wusu 　Mensa ：ガ ー
ナ，26歳

　 5Zhou 　Zhe　Gun ：中国 ，
43歳

　 6Abdullah 　J．：モ ロ ツ コ

　 7　Amar 　Tair　l ア ル ジ ェ リア

　 8Abijou 　Tilaye ：エ チ オ ピ ア ，37歳

　 9N 、N ：出 身国不明 ，
22歳
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10Kassimou−Diibril　ouro −Djobo ： ト
ーゴ，27歳

llN ．N ．：出身国不明，3 歳

12Yohannes 　Alemm ：エ チ オ ピア
， 28歳

　こ こ で 上記 8 の Abiiou 　Tilaye の 場合 を調 べ る と
，

こ の エ チ オピア 出身の 技師は ，1995年 2

月 26日，ヴ ュ ル ツ ブ ル クで 首吊 り自殺 を遂 げて い る 。 ア ム ハ ラ族 の 出で ，「全 ア ム ハ ラ 連合」

（AAPO ）の メ ン バ ーで ある 。 亡命以前 に ア ジ ス ア ベ バ で 何 度 も投獄 を され て い る。 本国 に強 制

送還 され る こ と に よ る恐怖 が彼 を常 に襲 っ て い た 。

　更に
，

上記 12の Yohannes 　Alemm は
，

レー
ゲ ン ス ブ ル ク の ドナ ウ川下 流 で 釣 り人 に よ り発

見 され た。95年 2 月 10日，彼 はレ
ー

ゲ ン ス ブ ル ク の ニ
ー

ベ ル ン ゲ ン 橋 か ら投身自殺 した 。 提

出 した亡 命申請書 は拒否 され
， 更に バ イエ ル ン行政裁判所 に訴 えたが ，

これ も認め られなか っ

た 。 彼 は，少 数派 で ある プ ロ テ ス タ ン トの ア ム ハ ラ族の
一

員で あ り，「全 ア ム ハ ラ連 合」 の 創

立 者の
一

人で ある 。 再三 再四，ア ジ ス ア ベ バ で 逮捕 され
， 刑務所で 何回 も拷問 を受ける 。 ジ ャ

ー
ナ リ ス トだ っ た た めか ， 抑圧 も厳 しか っ た 。 1993年 7 月 ， ドイ ッ へ 亡命 。

　連邦政 府は 自殺者 の 実態調査 を行 い ，自殺 原因の 究明をすべ きで ある 。 新法の 矛盾が
， 自殺

に 凝縮 して い る と思 われ る か らで あ る 。

　 5 ）個人情報提供義務

　1994年 10月 1 日か ら外国人中央登録法 Ausltmderzentralregistergesetz は発効 した 。 こ の 法律

に よ り， 第
一

に
， 国は各 自治体 に外 国人の 個人情報 を提供せ よ，と命 じる こ とが で きる。以前

は
， 外国人 法第76条に よ る と ， 連邦 諸機 関は照 会が あ る場合 に の み 外国人担 当部局 に 移 民の

情報 を提供す る 。
こ の 新法は

，
全公務員 に

， 移民 ・難民 と接 した場 合 ， その 個入情報 を
， 進ん

で
， 即刻 ， 細部 に わ た りケ ル ン の 連邦行政庁 に 通報す る義務を課 した

。
こ こ で 全外国人 は

一
括

して デ
ータが保存，処理 される こ と に な っ た。こ れ に よ り，第二 に ，全官庁が 個人情報に ア ク

セ ス が 可 能とな る 。 市町村の 住民係 ，民生 局，警察管 区，憲法擁護庁，軍事諜報機 関等が ，ほ

ぼ無制限 に外 国人の 情報 を得る こ とがで きる ように な っ た 。 ドイ ツ に 入国 した人はす べ て ，亡

命申請者で あろ う と， 移民 で あろ うと ， 大学へ の 入 学希望 者で あ ろ うと，民族 ご と の 特徴 を基

に 「グ ル
ー

プ情報」 と して も把握 され
， 従 っ て 警察 に よる監視 を制度化す る基盤作 りに な っ て

い く。 定住 ， 非定住 を 問 わず ， 外 国 人 の 情報が 1000万 件以 上
， ケ ル ン に 集まる わ け で あ る

。

第三 に ，外国 人が 自分 の 個人情報を知 りたい 時，連邦行政 庁で 申請をするが
， 何 を

，
どれ くら

い 開示 するか は職 員の 恩情次第で あ る点が 問題で あ る 。 法 はた だ 「デ ータ保存 の 目的 をそこ な

わな い 限 り，外国人 に は照会 に応 じて デ
ー

タ を伝える こ とが で きる」 とある だけで ある 。 第四

に ，外国人 中央登録法 に は，告訴 をする権利が含 まれ て い な い 。

　 ドイツ は欧州で もプラ イバ シ ーの 保護を最も厳格に主張する こ とで 知 られ て い る 。 ドイ ツ 人

に対 して は プ ラ イ バ シ ーの 保護 を
， 外国人に は保護 な し，

で は市民 を
一

級 ，
二 級 と差別扱 い を

す る こ とに なる 。 フ ラ ン ク フ ル トの 多文化局の 責任者 ・D ．コ ー
ン ・バ ン デ ィ （緑 の 党）は ，

こ の 局が ， 外国人の 信頼 を失 い
， 通報機関に成 り下が り， 本来の 「相談 ， 仲介機関」 と して の

機能が 失わ れ る こ と を恐 れ て い る
。 彼は ，部局 員 20人 に，国 の 命令を拒 否す る市民 的不服従

を呼 び か けた 。 そ して
， 「連 邦行政庁 は

， 今 まで と同様 ， 自分 の 部局か らは
一

切情報 を得 られ
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個人の 亡命権変 じて 国家 の 恩赦権 に 9

ない だ ろ う」 と宣言 し， 「来 る な ら来 い
， 落 ち着 い て対応 しよ う」 と部局員 に訴 え た 。

　 ドイ ツ に は
， 外国人 が 自 ら委員 を選出 し，自治体 に意見 を反映 させ る機関で あ る外国人委員

会が 存在す る が ，ヘ ッ セ ン 州外国人 委員会 の ム ラ
ー

ト
・カ キ

ール 委員長に よ る と
，

こ の 法 は
，

外国人の 完全 な把握と管理 を 目的に し
，

人間 をガ ラ ス張 りの
一

つ の 塊 に す る もの で あ る
，

と批

判 して い る 。 シ ュ レ
ー

ス ヴ ィ ヒ
・ホ ル シ ュ タ イ ン 州情報保護オ ン ブ ス マ ン の ヘ ル ム ー ト・バ ウ

ム ラ ーは
， 情報 に 関する 自己決定権が骨抜 きに され

， 監視 シ ス テ ム が 合法化 され る基本法 違反

の 法律 で あ る，と憂い た 。

　ヘ ッ セ ン州外国人委員会は，州内務省の 広報 を通 して ，通報義務 に とらわ れ な い と表 明 した 。

こ うした姿勢 を明確 に した外 国入委員会は ，州 レベ ル で は ヘ ッ セ ン 州委が 唯
一

の 委員会で あ る 。

95年 9 月21日 ，
ヘ ッ セ ン 州外国 人委員会の メ ン バ ー 9 人は

， 憲法異議 を訴 えた 。

　 6 ）迫害 の 分類

　現代社会 にあ っ て 迫害 の 形 は多様 で あ る。政治的，宗教 的，人 種 ・民族 的迫害，更 に は性的

迫 害 を受けて い る 人 々 が い る 。 基本法第 16条 は ，改正 前後 に かか わ らず，こ うした多様 な 迫

害の うち，「政 治的迫害」 を受けた 入の み に庇護権 を認め て い る にす ぎない 。 そ もそ も， あ る

迫害は政 治的迫害，こ の 迫害は宗教的迫害 と分類す る こ とが可 能であ ろ うか 。 とりわけ冷戦終

結後 に吹 き出て い る民族紛争は
， 政治的範疇 とは無関係 な の だ ろ うか 。

こ うした 分類 が不可能

で あ る こ とを次 の イラ ン人女性 の 亡命が示 して い る と私 は考える 。

　 イラ ン で 女性徒 へ の ベ ール 着用 に抗議 した こ の 女性は ， 1991年逮捕 され た
。 監獄で 暴行 を受

け，更に 数 日間 ， 治安警察で 拷問 され る 。 夫の 家父長支配 に よ り家庭生 活 も悪 化 し，子供 を連

れ て ドイ ッ に亡命す る こ とを決意 した 。 テ ヘ ラ ン の ドイ ツ 領事館 で ヴ ィ ザ を取得，親類 の 手助

けで まず トル コ に脱出 。 イス タ ン ブ
ール か らベ ル リ ン ・シ ェ

ーネ フ ェ ル ト空港 に到着，空港 で

亡命申請 を行 っ た 。 トル コ を亡命地 に選ばなか っ たの は，こ の 国が イ ラ ン か ら の 難民 に とっ て

は安全な国で はなか っ た か らで ある 。

　全社会生活 に わ た り両性 の 分離が 浸透 し て い る イ ラ ン に あ っ て
， 例 え ば女性が 親類で な い 男

性 と コ ン タク トを とれ ば処 罰 され ，親類 で な い 男性 と一対一
で 会 うと，イス ラ ム 法違反 で 告訴

さ れ る 可能性 が ある 。 ア メ リ カ の 公 民権 運動 が 発 した 歴 史的教 訓 は ，分離 主 義 す な わ ち ，
“
Separate，but　equal

”

は 人種の 平等 に 敵対す る とい う視点 で あ っ た 。 社 会 ， 政治生活 で 両性 が

分離 され ，例 えば，女性に の み
一
方的にベ ール の 着用 を強要する社会は，そ の 根拠が た とえ宗

教 に ある と して も ， 着用 を強制する機構 は 同時に 政 治の シ ス テ ム の 問題で あ り，社会の 家父長

制度 の 問題 で もある 。 政教 一致 をとる社会で あれば なおの こ とで あ ろ う。

　94年 12月現在，彼女 は，「政治的迫 害」 を受けて い る者 と し て の 亡 命申請は 拒絶 され た 。 更

に
， 問題 は もう

一
つ ある 。 イラ ン か らの 亡命申請者は

， 申請書 と ともに
，

イ ラ ン政府の 求め で ，

別の 用 紙に ，亡命理 由，両親 ・親類の 名前等を書 き，写真を添えて 提出する よう勧め られ る 。

確 か に こ れは義務で は ない 。 しか し， 拒否す れば亡命 申請 に マ イナ ス の 影響 を与 える の で は な

い か との 懸念 を抱 かせ る 。
こ うして，イ ラ ン 当局側 か ら見 る と， ドイ ツ へ の 亡命者の 閲覧が 可

能 に なる 。 問題 は
，

こ の 書 類を受け取 る 条件 で あ る 。 もともと こ の 書 類が イ ラ ン政府か ら の 要

請で あ るた め，添付写真は ，ベ ー
ル 着用で な けれ ばな ら な い

。
ベ ー

ル の 強制 に抗議 して抑圧 さ

れ た の に
， 今再 び イス ラ ム 法に従 えと い う命を ドイツ で 受 ける 。 政治 ， 宗教 ， 性役割 を含め た
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日常生活 全般 をイ ス ラ ム 法は 律す る の で ，こ こ か ら
一

つ だ け を取 り出 し て
， 「こ の ケ ース は性

に よ る 迫害」 の 可 能性が あ り， 「政 治的迫害」で は ない ，と断定す る こ とに は無理 が ある 。 彼

女は そ の 後，亡命の 拒絶に抗議 し て
， 行政裁判所 に 不服 申し立 て を 申請 した 。

  連邦憲法裁判所判決

　 1） 5 人の 憲法異 議の 訴え

　 1996年 5 月 14日 ， 連邦憲法裁判 所は 基本法改正 に 合憲の 判 決 を下 した 。 「ズ ユ
ー

ト ドイチ

ェ
・ッ ァ イ トゥ ン ク」紙 は，社説で ，連邦憲法裁判所 は法の 保護機 関と して の 役割 を放棄 した ，

と記 した 。

”b’1／

　 こ こ で 連邦憲法裁判所が 判断 を求め られ た ，5 人 の 亡 命申請者 の 憲法異議 を概 観 して み よ う。

安全 な 出身 国規定 に か か わ る外 国人は
，

ガーナ 出身の 男女で ある 。 こ の 規 定は
， 第三 国規定 と

異 な り，反証 をす る こ とが許 されて い る 。すなわ ち，拒否 され た場合
， 行政裁判所 に訴 える余

地が ある 。 しか し，今 回の 亡 命手続 き法で は．行政裁判所 へ の 仮処分の提 出期限が 1 週間以 内 ，

と期 限が短縮 された 。 言語 に不慣 れ な亡命者に と り，厳 し い 期限だ。法廷 も 1 週間 以内に判決

を下 さな け れ ばな らな い
。 担当裁判官は，外務省が 持 っ て くる報告書に 依拠 し，「ガ ーナ で は，

国家に よる 『具体 的な迫 害処置』は とられ て い ない 」 とい う判断に 基づ い て ，申請書 を拒否 し

た。 2 人 は
， 連邦憲法裁判所に憲法異議 の 訴え を起 こ した。

　 第三 国規程 で は 男性 イ ラク人 と女性イ ラ ン 人の ケ
ー

ス が審理 され た 。 イ ラ ク人は
，

ギ リシ ャ

を経由 して
，

また
，

イ ラ ン 人は ハ ン ガ リ
ー

， そ し て EU 加盟以前 の オ ース ト リ ア 経 由で ド イ ッ

に た ど り着 い た 。 問題 は
，

こ の 2 国 は共 にジ ュ ネーヴ難民条約 を正 し く適用 して い ない 疑 い が

ある こ とだ 。 こ の 条約 は，難民が ，逃 げる ため に通過 して きた ル ー
トにある 国に追 い 返 され る

の は，その 国で ，正規 に 亡命 の 手続 きが保障 され て い る場合の み で ある こ とを定め て い る 。 2

国の うち ，
と りわ けオ

ース トリア は
，

ハ ン ガ リ
ー経 由の 難民 をその ままハ ン ガ リ

ー
に追 い 返 し

て い る ，と い う非難が 以前か ら公 に な っ て い た
。 空港規定は ， ト

ー ゴ 人 男性に該当 した
。

こ の

5 人 は ，裁判が マ ス コ ミ に 取 り上 げ られ ，テ レ ビ の 電波 に の り，そ れが 出身国の 大使館員 に よ

り録画 され る こ とを恐 れ て い た で あろ う 。 国外追放 に なれば，出身国で きらなる迫 害を想定 し

なけ れ ばな らな い
。

　 2）庇護権の 骨抜 き

　審理 が な され て い た連邦憲法裁判所第二 部会は ，過去に妊娠 中絶，連邦国防軍の ドイ ツ 以外

の 地域 へ の 投入 ，
マ ース トリ ヒ ト条約な どの 審査が行 われた部会で あ り， 保守派が多数 を占め

て い る点で 知 られ て い た 。

　 5 人の 裁判 を通 じ て
， 争点 とな っ て い た問題 は

， 第
一

に
， 改正 され た基本法は

， 基本権 と し

て の 庇護権 を保障 して い るかどうか で あ り，第二 に ，亡命手続 き法 の 合憲，違憲性で ある 。第

三 に
， 今 回の 法改正が ， 「永久条項」Ewigkeitsklausel とい わ れる基本法第 79条に 違反 して い る

か どうか が 問われ て い た。 「永久条項」 とは ，法治国家の 原 理 （基本法第二 十条）お よび入間

の 尊厳の 尊重 と保護の 原理 （第
一

条）を犯す条文は
， 憲法違反で ある と して

，
こ の 2 つ の 原理

の 「変更 は許 されな い 」 と謳 っ た条項で ある 。 すな わ ち， ドイ ツ が ，隣国 オ
ー

ス トリア を 「安

全な第三 国」 と認定 し ，
こ の 国に退去 させ れば

， オ
ース トリア は

， 例 えば
， 隣国ハ ン ガ リ

ーを
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「安 全な第三 国」 と認め ，こ こ に追 い 出す 。 こ う して 次 々 と隣国 を 「安全 な第三 国」 と認め る

こ と に よ り亡 命 申請者は 、「連鎖追放」Kettenabschiebung され ，
つ い に は弾圧 の 待 ちか まえる

出身国 へ 連 れ戻 され る 。 迫害 の ある国 へ の 追 放が ，人 間の 尊厳 を犯 し，同時 に ，基本法改正 後

も残 され た条文 ・16条 （a ）（
一

）の 政 治亡 命権を骨抜 きに して い る か ど うか が 審理 され た 。

　憲法裁判所史上
，
2 番目 に 長 い 口 頭弁論 を経た こ の 判決は

， 入権の 視 点か ら問題 を多 くは ら

ん で い る 。 亡命者 の 問題 は，全 ヨ
ー

ロ ッ パ 規模 で 行 うと い う，「欧州 の 調和視点」が 追認 され

た 。 す な わ ち，「国際法上 の 取 り決め に よ り，難民保 護の 欧州規模の 規則 は
， 負担の 分担 を 目

的」 と して な され るべ きで ある とい う。

　　 1 ．安全な第三 国規定に つ い て

　こ れ は 7対 1で 合憲が決定 された 。 第三 国 とは
，

ジ ュ ネーヴ条約 と欧州人権条約へ の 加盟が

条件で あ り， 判決の 前提に は ，こ れ ら の 国 々 で は ，審査 な しに外国人 を迫害国 に 退去させ て は

い な い ，との 認 識が ある 。 そ して ，安全 な第三 国か らの 申請者に は
，

理 由の 如何 を問わず ，す

な わち ， 出身国で い か なる政治的迫害 を受 けて い よ うと も， 画
一

か つ 自動的に 退去 させ る方法

に ゴー
サ イ ン が で たこ とに な っ た 。 但 し，第三 国で ，死 刑の 恐れ が ある 時は，例外 と して い

る 。

　 しか し，再考す べ きは，第一
に，ガー

ナ を 「安全な第三 国」 と断定す るに は無理 がある 。 安

全 とする根拠は ，こ の 国で 民主的変革があ っ た こ と，抑圧 の シ ン ボ ルだ っ た特別法廷が廃止 さ

れ ，死刑 は 「狭 い 枠内で ，重 罪に の み野 適用 される の で 問題 は な い と い うわ けだ 。 だが ，
こ

れ だけで は不十分 で ある 。 死刑 が， い か なる 犯 罪 で
，

ど ん な頻度で
， 執行さ れ て い る か ，が 同

時に示 され る 必要が ある。第二 に ，裁判所が ス イ ス の 国際法学者 ワ ル タ
ー ・ケ

ー
リ ン に依頼 し

た鑑定結果が 考慮 され て い な い
。 す なわ ち，難民 に 第三 国で 亡命手続 を とる機会が 与え られ て

い るか ど うか
， また，出身国 まで 追 い 返 される連鎖追放があ る か ど うかが検証 されない 場合 に

は
， 第三 国規定は国際 法違反 で ある とい う。 こ れ は先 の 5 人 の うち，イ ラ ン 人 ，イラ ク人 が提

訴 した 件，す なわ ち，オ
ー

ス トリ ァ とギ リ シ ャ に 該当す る 。 オース トリ ア で は ，ジ ュ ネーヴ難

民条約が制限的 に適用 され て い る 現実が ある 。
ハ ン ガ リ ーで は

，
イ ラ ン 出身の

一
家 を審査 な し

で テ ヘ ラ ン に 追 い 返 して しま っ た例
r゚，．
等 ，連鎖追放 の 疑 い が濃厚 で ある 。

　 　 2 ．安全 な出身国規定 に つ い て

　立法者へ の 要請 として ，政 治的迫害か ら の 安全 が，国全体で ，す べ て の 人 々 に ，グル
ープに

保障 され て い る こ とを挙げて い る 。 基本法 の 庇護権の 理 念 は
，

こ の 権利が 個人に 付与 され る も

の で あ り， 国や 地域 を一括 し て付与単位 と して い る の で は な い こ とを示す 。 新法は こ の 理 念 に

も違反 して い な い とい う 。 但 し
， 少数意見 と して

，
リ ン バ ッ ハ 長官 は

，
ガーナ を安全な出身国

と定め る こ と反対 した
。

　 　 3 ．空港規定に つ い て

　合憲 とされ た こ の 規定 に も重大 な疑念が残 る 。 出身国で 迫 害が な され て い て も， ドイ ッ と は

無 関係で ある ， とい う基本的 な視点が 貫か れ て い る 。 こ れ に は， 2 つ の 観点か ら批判を しなけ

れ ばな らな い
。 まず ， 第

一
に

，
ドイ ツ は ，軍事独裁国 を

， 経済的 に
， 軍事的 に援助 して い る事
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実があ り， 住民の 難民化に 責任 を負 っ て い る 。 ドイツ が迫害 と無関係で は あ りえな い 。 別の 観

点か らの 批 判は
， 第

一
の 立場 とは逆 に

， 迫害 と ドイ ッ は 関係が な い ，との 視座 を前提 に した批

判で ある 。 判決は，「い か なる 国家 も，自 らの 領土内へ の 自由通行を制限する権利を有す る 。」

と述 べ
， 亡命者が ， 予想 され る迫害 を理 由に して い る に もかか わ らず祖国 に戻 る

，
と い うこ と

は ドイッ の 国家権力に責任 を負わせ る処置 の もた らす もの で は な い ，として い る 。 要する に ，

ドイッは迫 害 とは無 関係 で あ り， 「責任」 がない
，

と述 べ て い る 。 しか し， 本来 ， 庇護権の 付

与は ，簡単明瞭に，迫害されて い る と い う事実が あ るか ら で あ り，そ の 迫害が ドイ ツ に責任 あ

る か ど うか とは 全 く関係の ない こ とで ある 。 庇護権 は
， 先述 した よ うに

， 戦後反省 と して 基本

法に書 き込 まれ た歴史的経緯をもつ
。 第三帝国時代 に ， ヒ トラ

ー
政府に弾圧 され た多 くの 人 を

他国 は亡命者 として 引 き受 けた 。 こ の 時 ， 抑圧か ら逃れて きた 人を引 き受 けた諸 国の 政府 は
，

ヒ トラ
ー

政 府の 弾圧 に 自らが責任 が あるか どうか を検討 した後に，引 き受けたの で な く，抑圧

され て い る とい う事実が 第
一

条件 で あ っ た はずで あ る 。 こ れ は，庇護権の 理 念 に か か わ る点で

重要で あ る 。

　第三 国，出身国規定の 判 決に 比 べ ，こ の 規定は ，判事 8 人の 多数派 ・少数派 の 対立 が 最 も激

しか っ た ♂
η 3 人が少数意見を表明 して い る 。 は じめ に

， 行政 裁判所が
， 外務省の 資料 に 基づ

い て
， 申請書 を重大 な疑念 なしと して 却下 す る が ， その 際，理 由な く却下 して い る現状 に疑問

を呈 して い る 。
つ ま り，こ うした理 由 を明示 しな い 却下 が既 成事実化されれ ば，基本法違反 で

ある ，と 。 次 に ，既 に多 くの 人か ら抗議 され て い た こ とだ が，空港で ，わずか 3 日間で 亡 命 申

請 をし ， 弁護士 を探すの はか な り無理 の ある 手続 き日程で ある 。 3 人 の 主張 をい れ ， 修正 され，

期間は 7 日に延長 され た。

  終わ りに ：個 人 の亡 命権変 じて 国家の 恩赦権 に

　 こ う した判決に 対 して
， 内相 マ ン フ レ

ー ト・カ ン タ
ー

（キ リ ス ト教民主党） は，歓迎 の 意 を

表 し，社会民 主党議 員で 内政 問題 専 門家の デ ィ
ー

タ
ー ・ヴ ィ

ー
フ ェ ル シ ュ ピ ュ ッ ツ は 「大変均

衡 の とれ た」判決 と評価 。

一
方 ， 緑の 党 の ケ ル ス テ ィ ン ・ミ ュ ラ ーは

， 「亡 命権の 骨抜 き」 と

批判 した 。 ヴ ォ ル フ ガ ン ク
・シ ュ ヴ ェ

ール トフ ェ
ー

ダ
ー ・弁護士協会事務局長 は

， 判決 は恐 れ

て い た もの よ りも っ とひ ど い ，裁判所 は個人の 権利 の 擁i護者 と して の 役割 を放棄 した ，と述 べ

た 。 そ し て 亡 命者 を空港で 収容 する 措置 は
， 自由権の 侵害で あ り， 「亡命基 本権 は今後 ， 国家

の 恩赦権」 に な っ て し まっ た，と憂 い た。国連難民高等弁務官事務所 ・ドイ ツ 代表 は
， 「判 決

は 残念」 と論評 した 。

　 93年 5 月の 基本法改正 ， 7 月の 施行以来の 諸 問題 を論 じて きたが，論 を閉 じ る に あた っ て ，

私 は以 下 の 3 点を強調 した い
。 まず第

一
は，連邦政 府が 自殺者の 実態調査 を行 い ，自殺原 因の

究 明を し，こ れを公 表す る べ きで あ る 。 新法の 矛盾が，自殺 に凝縮 して い る と思われ る か らで

ある 。 「連鎖追 放」 に よ り，連れ戻 され た祖国で ，人種 ・民族紛争 ，あ る い は 政 治的迫 害 ，性

的迫害 に よ り極刑 をうける よ りは
， 亡命先で 死 を自ら選ぶ としたならば

， 自殺 へ の 加担 ・強要

の 役割 を果た す改正 法が 問題に され なけれ ばな らな い
。

　 第二 に ，追放の た め の 逮 捕 ・拘留を撤廃す る べ きで あ る
。 「国民の 名で 」im 　Name 　des

Volkes 出 され て い る追放 の た め の 逮捕命令は
， 新法 施行以 来 ， 頻繁 に 行われ て い る 。 人権の

観点か ら撤廃が望 ましい 。
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　第三 に
，

ドイ ッ は
，

と りわけ途上 国で の 難民が生 じる こ と に 責任 を負 っ て い る 。 武器輸 出を

通 して紛争の激化に加担 し，途上 国援助 とい う形で 環境の 破壊，
一

部特権階級 の 援助の
一
端を担

っ て い る 。

／’”
途上国で の 難民化 ， そ れ に よ る 亡命者の 続出 に責任があ る 。 基本法 の 改正 に よ り，

庇護規定 を骨抜 きに す る の で は な く，
む しろ

， 亡命権 を
， 政治的 に抑圧 され た人 々 の み な らず，

人re　・民族的に
， 宗教的 に ，性的 に迫害され た 人 々 に も拡大する べ きで あろ う。
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